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⑯ １「解放令」反対一摸における民衆意識をめぐって

一
九
八
六
年
三
月
一
一
七
、
一
一
八
の
両
日
、
岡
山
部
落
解
放
研
究
所

（
１
）
 

主
催
に
よ
る
「
解
放
令
反
対
一
摸
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
催
さ
れ

た
。
私
は
報
告
者
の
一
人
と
し
て
、
筑
前
竹
槍
一
摸
（
明
治
六
年
六

月
）
を
テ
ー
マ
に
報
告
し
た
。

そ
の
際
、
『
解
放
令
』
か
ら
筑
前
竹
槍
一
摸
へ
１
１
部
落
焼
打
ち

（
２
）
 

に
至
る
必
然
的
過
程
の
検
討
ｌ
」
と
題
し
た
通
り
、
私
の
意
図

は
、
明
治
四
年
の
「
解
放
令
」
施
行
と
明
治
六
年
の
筑
前
竹
槍
一
摸

と
を
一
連
の
過
程
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

従
来
の
研
究
で
は
、
一
摸
の
経
過
だ
け
を
追
い
、
そ
の
中
で
士
族

特
集
１『
は
じ
め
に

「
解
放
令
」
反
対
一
撲
に
お
け
る
民
衆
意
識
を
め
ぐ
っ
て

ｌ
筑
前
竹
槍
一
摸
を
例
に

や
農
民
の
意
識
を
云
々
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
私
か
ら
見
る
と
、
き

わ
め
て
窓
意
的
に
出
さ
れ
た
見
解
が
定
説
と
し
て
疑
わ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

一
摸
の
要
求
書
は
数
種
類
あ
る
が
、
そ
れ
は
鎮
圧
に
向
か
っ
た
士

族
が
で
っ
ち
上
げ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
「
解
放

令
」
撤
回
要
求
も
含
む
が
、
一
摸
が
部
落
を
焼
い
た
事
実
と
て
ら
し

合
わ
せ
て
、
一
摸
参
加
者
の
意
識
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。ま
た
、
そ
の
部
落
焼
打
ち
に
つ
い
て
も
、
士
族
な
い
し
は
一
部
の

悪
質
な
分
子
の
扇
動
・
挑
発
に
よ
る
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
偶
発
的
な

事
件
で
、
一
摸
の
本
質
と
は
無
縁
産
も
の
と
す
る
考
え
が
支
配
的
で

あ
っ
た
。

石
瀧
豊
美
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取
り
混
ぜ
て
纏
め
た
」
も
の
と
し
、
各
条
項
を
検
討
し
て
も
「
旧
武

士
団
の
要
求
か
、
一
撲
党
民
の
要
求
か
、
判
然
と
し
な
い
」
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
松
崎
氏
が
の
ち
に
見
解
を
変
え
る
伏
線
と

な
っ
て
い
は
し
た
い
だ
ろ
う
か
。

（
５
）
 

「
『
筑
前
竹
槍
一
摸
』
と
堀
口
村
」
（
一
九
七
八
年
）
で
は
、
松
崎

氏
の
「
え
た
征
伐
」
と
す
る
見
解
は
一
変
し
、
「
こ
の
『
筑
前
竹
槍

一
摸
』
に
よ
る
『
焼
き
打
ち
』
事
件
は
、
他
の
部
落
解
放
『
反
対
』

迫
害
事
件
と
同
一
視
で
き
た
い
も
の
が
あ
る
」
と
、
「
え
た
征
伐
」

説
を
明
確
に
否
定
す
る
に
至
る
含
部
落
解
放
史
発
掘
』
の
「
解
説
」

を
参
照
）
。

｜
摸
を
「
明
治
新
政
府
に
た
い
す
る
『
反
権
力
闘
争
筐
と
す
る

見
方
は
続
い
て
お
り
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
形
で
「
農
民
一
摸
と
い

う
よ
り
も
『
世
直
し
一
撲
芒
と
、
一
摸
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る

方
向
に
、
松
崎
氏
は
自
説
を
修
正
し
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
松
崎
氏
が
根
拠
と
し
た
三
つ
の
「
事
実
」
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ
『
騒
擾
一
件
』
（
法
務
省
図
書
館
蔵
の
筑
前
竹
槍
一
摸
関
係
書

類
）
の
分
析
に
よ
り
、
「
旧
福
岡
県
下
一
三
○
余
か
所
の
部
落
の

（
６
）
 

ほ
と
ん
ど
が
『
一
一
戸
一
人
』
の
割
で
参
加
し
（
目
下
集
計
中
）
、
一

摸
鎮
静
後
、
他
の
農
民
と
共
に
処
罰
を
受
け
」
た
と
い
う
結
論
を

得
た
こ
と
。

②
農
民
中
心
の
一
摸
か
ら
、
「
漁
民
・
商
民
あ
る
い
は
鎮
撫
隊
員

先
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
で
は
、
私
は
、
悪
求
書
に
見
え
る
「
解

放
令
」
撤
回
要
求
が
民
衆
自
身
の
要
求
で
あ
る
こ
と
を
、
「
解
放
令
」

施
行
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
論
じ
た
。
福
岡
県
で
の
「
解
放

令
」
施
行
直
後
、
明
治
四
年
一
○
月
に
、
被
差
別
部
落
民
が
賎
業
拒

否
を
申
合
わ
せ
、
真
宗
寺
院
や
農
業
日
雇
で
の
差
別
待
遇
改
善
を
要

求
す
る
な
ど
、
「
解
放
令
」
を
テ
コ
に
き
わ
め
て
自
覚
的
に
行
動
し

た
の
に
対
し
、
博
多
の
町
で
は
風
呂
屋
・
髪
結
・
煮
売
店
が
仲
間
の

申
合
わ
せ
を
タ
テ
に
、
部
落
民
を
客
か
ら
閉
め
出
す
動
き
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
町
の
人
々
が
、
部
落
民
を
客
と
し
た
店
に
は
行
か
な

い
と
申
合
わ
せ
た
の
を
承
け
た
も
の
で
、
民
衆
が
差
別
の
構
造
に
か

も
ち
ろ
ん
、
真
宗
寺
院
も
差
別
の
改
善
を
サ
ポ
リ
、
こ
れ
に
対

し
、
部
落
民
は
団
結
し
て
参
拝
を
拒
否
し
た
。
農
村
で
も
、
差
別
撤

廃
の
要
求
に
対
し
て
は
、
部
落
民
へ
の
小
作
地
を
い
っ
せ
い
に
引
上

げ
よ
う
と
す
る
動
き
で
応
じ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
四
年
以
降
、
「
解
放
令
」
へ
の
抵
抗
は
民
衆

自
身
の
欲
求
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
一
摸
要
求
書
に
見
え
る
「
解
放

令
」
撤
回
要
求
は
、
一
摸
の
要
求
そ
の
も
の
と
見
な
し
て
差
し
つ
か

え
な
い
し
、
む
し
ろ
そ
う
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
で
私
が
論
じ
残
し
た
の
は
、
こ
の
「
解
放

令
」
撤
回
要
求
が
、
他
の
新
政
反
対
の
諸
要
求
と
ど
う
関
連
す
る
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
私
は
筑
前
竹
槍
一
摸
の
数

い
と
申
合
わ
せ
た
の
を
承
け
た
も
の
で
、
民
衆
》

ら
め
取
ら
れ
て
い
る
実
情
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
真
宗
寺
院
も
差
別
の
改
善
を
サ
ニ

と
し
て
徴
募
さ
れ
て
い
た
下
級
士
族
」
も
参
加
し
、
一
摸
の
構
成

に
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
。

③
｜
摸
の
終
結
後
、
放
火
罪
に
問
わ
れ
た
の
が
三
八
人
に
し
か
す

ぎ
ず
、
総
数
六
万
余
の
被
処
罰
者
の
中
て
は
「
極
く
一
部
」
で
、

部
落
焼
打
ち
は
「
頑
迷
固
随
な
『
差
別
者
』
に
よ
っ
て
決
行
さ
れ

た
」
こ
と
。

い
ず
れ
も
重
要
な
指
摘
で
、
今
後
も
事
実
の
認
定
、
評
価
を
め
ぐ

っ
て
論
議
の
分
れ
る
点
で
あ
ろ
う
（
私
が
本
稿
で
、
農
民
を
含
め
て
、

よ
り
広
汎
な
民
衆
意
識
を
問
題
に
し
た
の
も
、
こ
の
点
に
起
因
す

る
）
。
た
だ
へ
こ
こ
で
の
関
心
は
こ
れ
ら
と
は
別
の
所
に
あ
る
の
で
、

こ
れ
以
上
の
論
議
は
差
し
ひ
か
え
た
い
。

問
題
は
、
こ
の
場
合
も
、
一
撲
の
要
求
書
に
つ
い
て
「
無
責
任
に

放
言
す
る
一
部
党
民
の
声
に
、
旧
武
士
団
の
要
求
を
も
含
め
た
数
項

目
」
と
す
る
見
解
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
要
求
書
か
ら
旧
武

士
団
の
要
求
と
見
ら
れ
る
も
の
を
取
り
除
い
て
も
、
残
り
は
「
放

言
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
一
摸
の
目
的
は
雲
散
霧
消
し
て
し
ま

っ
て
、
｜
摸
の
歴
史
的
意
義
を
追
求
す
る
手
段
は
失
わ
れ
る
。
何
よ

り
も
、
多
く
の
人
が
要
求
書
を
書
き
残
し
た
と
い
う
事
実
が
、
ま
ず

重
ん
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、
紫
村
一
重
氏
の
説
を
見
よ
う
。
紫
村
氏
は
「
松
崎
武
俊
論

文
の
視
点
と
問
題
点
」
と
副
題
を
つ
け
た
「
筑
前
竹
槍
一
摸
研
究
の

（
７
）
 

視
点
」
（
一
九
八
○
年
）
の
中
て
、
松
崎
氏
と
論
議
を
か
わ
し
た
結
果

種
類
の
要
求
書
は
い
ず
れ
も
農
民
（
む
し
ろ
民
衆
と
言
う
べ
き
か
）

の
要
求
を
反
映
し
て
い
る
と
見
る
。

そ
の
こ
と
を
、
再
び
、
明
治
四
年
の
段
階
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

検
討
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
上
で
、
民
衆
意
識
の
論
理
を
提
示
す
る

こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

ま
ず
、
筑
前
竹
槍
一
摸
に
つ
い
て
包
括
的
な
研
究
を
発
表
し
た
三

人
の
論
者
に
つ
き
、
そ
の
主
張
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
松
崎
武

俊
、
紫
村
一
重
、
新
藤
東
洋
男
の
各
氏
の
論
文
を
取
上
げ
る
。

い
ず
れ
も
「
世
直
し
一
摸
」
と
見
る
立
場
で
共
通
し
て
い
る
。
そ

の
理
論
的
背
景
は
何
だ
ろ
う
か
。

精
力
的
に
史
料
を
収
集
・
整
理
さ
れ
、
筑
前
竹
槍
一
摸
の
研
究
に

（
３
）
 

大
き
な
基
礎
を
築
い
た
松
崎
武
俊
氏
は
、
「
部
落
史
の
問
題
点
な
ど
」

（
４
）
 

（
一
九
七
四
年
）
、
「
明
治
六
年
筑
前
竹
槍
一
摸
と
部
落
」
（
一
九
七

五
年
）
で
は
、
「
え
た
狩
り
」
「
え
た
征
伐
」
と
す
る
理
解
を
示
し
、

全
国
的
な
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
と
の
関
連
の
中
に
筑
前
竹
槍
一
摸

を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
｜
摸
の
具
体
的
な
経
緯

に
つ
い
て
は
「
反
権
力
闘
争
化
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
「
え
た
征
伐
」

と
「
反
権
力
闘
争
」
を
同
居
さ
せ
た
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
一
摸
の

要
求
書
に
つ
い
て
は
、
「
党
民
の
要
求
に
、
旧
武
士
団
の
要
求
を
も

二
、
「
世
直
し
一
摸
」
説
の
理
論
を
疑
う
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「
大
筋
に
お
い
て
一
致
し
た
意
見
は
、
そ
れ
は
『
反
権
力
闘
争
』
で

あ
り
、
言
う
な
ら
ば
『
世
直
し
』
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
」

と
述
べ
て
い
る
。

と
は
言
え
、
紫
村
氏
は
、
松
崎
氏
よ
り
も
一
摸
の
意
義
を
は
る
か

に
高
く
評
価
し
、
「
百
姓
自
ら
の
要
求
を
、
自
ら
の
力
で
闘
い
取
ろ

う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
意
識
の
変
化
を
見
る
」
と
、
封
建
社
会
の
痕

跡
を
払
拭
し
、
自
覚
的
に
成
長
す
る
農
民
像
を
描
く
の
で
あ
る
。
一

種
の
、
徹
底
し
た
「
人
民
闘
争
史
観
」
の
立
場
に
、
紫
村
氏
は
身
を

置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

部
落
焼
き
打
ち
に
つ
い
て
紫
村
氏
は
こ
う
述
べ
る
。

１
．
．
…
・
偶
発
的
と
は
い
い
な
が
ら
被
差
別
部
落
焼
討
ち
事
件
を
惹

起
し
た
こ
と
は
、
こ
の
歴
史
的
な
一
摸
に
一
大
汚
点
を
残
す
こ
と

に
た
っ
た
。

②
こ
こ
で
私
の
見
解
を
結
論
的
に
述
べ
る
と
、
部
落
焼
討
ち
事
件

は
一
摸
の
一
大
汚
点
で
あ
り
、
許
す
べ
か
ら
ざ
る
残
虐
な
行
為
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
偶
発
的
に
発
生
し
た
事
件
で
あ
り
、
そ
れ
自

体
が
一
摸
の
直
接
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

③
夜
須
郡
下
に
お
け
る
部
落
焼
討
ち
事
件
は
…
…
士
族
ら
の
策
謀

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
筆
者
の
見
解
で
は
、
こ
の
機
に

及
ん
で
本
村
の
百
姓
衆
が
、
自
ら
の
意
志
で
部
落
を
焼
き
払
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

殺
さ
ず
式
の
農
民
収
奪
政
策
と
く
ら
べ
る
と
、
百
姓
に
与
え
た

印
象
は
、
た
し
か
に
世
の
中
は
変
わ
っ
た
と
い
う
印
象
を
強
く

し
た
に
ち
が
い
な
い
。
同
時
に
、
あ
ま
り
に
も
目
ま
ぐ
る
し
く

激
変
す
る
情
勢
に
つ
い
て
い
け
ず
に
、
多
分
に
と
ま
ど
い
と
不

安
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
裏
に
か
す
か
な
希
望
と
期
待
感
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
民
衆
像
の
も
と
で
は
、
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
も
、
新

政
反
対
一
摸
も
、
内
在
的
な
論
理
を
把
握
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
で
あ
ろ
う
。

松
崎
氏
と
同
じ
く
、
紫
村
氏
も
多
数
の
町
人
が
参
加
し
た
事
実
を

指
摘
し
、
「
こ
の
一
撲
は
単
な
る
百
姓
一
摸
で
は
な
」
い
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
先
へ
進
も
う
。

新
藤
東
洋
男
氏
も
、
『
部
落
解
放
運
動
の
史
的
展
開
』
二
九
八
一

年
）
の
第
一
章
「
明
治
維
新
期
の
農
民
一
摸
と
部
落
問
題
ｌ
『
解

（
８
）
 

放
令
反
対
一
侯
』
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
初
出
は
一
九
七
七

年
）
の
中
で
、
筑
前
竹
槍
一
摸
に
つ
い
て
「
世
直
し
一
摸
」
説
を
提

出
し
て
い
る
。

…
…
明
治
維
新
に
か
け
た
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
農
民
た
ち
が

新
政
府
反
対
を
さ
け
ん
で
た
た
か
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
「
世
直
し
」
一
摸
と
し
て
の
性
格
を
充
分
に
備
え
て
の
農
民

一
摸
で
あ
っ
た
。
。
…
：

「
新
政
」
反
対
が
「
新
政
府
」
反
対
へ
と
ス
リ
カ
エ
ら
れ
て
い
る

紫
村
氏
の
立
場
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
部
落
焼
打
ち
を

一
摸
の
本
質
が
露
呈
し
た
も
の
と
考
え
る
私
の
見
解
と
は
真
っ
向
か

ら
対
立
す
る
。

こ
の
点
は
、
要
求
書
の
評
価
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
紫
村
氏
は
、
一

摸
に
参
加
し
た
民
衆
に
差
別
意
識
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

「
こ
れ
が
百
姓
衆
の
要
求
だ
ろ
う
か
と
首
を
か
し
げ
た
く
た
る
も
の

も
あ
る
」
「
い
わ
ゆ
る
『
結
党
趣
意
書
』
と
か
『
嘆
願
書
』
と
か
い

わ
れ
る
も
の
は
、
一
撲
勢
の
意
志
で
決
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
」
と
、
要
求
書
自
体
が
全
面
否
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
は
「
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
一
点
は
、
そ
れ
ら
の
類
書

中
に
は
『
職
多
云
々
』
の
一
項
目
が
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
」

と
強
調
す
る
の
は
、
先
の
全
面
否
定
説
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
「
解
放
令
」
撤
回
要
求
を
含
ま

ぬ
場
合
だ
け
、
一
摸
の
要
求
と
見
な
す
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

紫
村
氏
は
、
民
衆
が
「
新
政
」
に
反
対
し
た
事
実
す
ら
認
め
な

い
。
む
し
ろ
幕
藩
制
社
会
よ
り
は
、
新
政
府
の
政
策
に
期
待
し
て
い

、
、
、

た
と
す
る
。
新
政
府
に
対
し
、
さ
ら
に
進
歩
的
な
方
向
で
「
反
権
力

闘
争
」
を
闘
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
紫
村
氏
の
「
世
直
し
」

一
撲
説
の
根
拠
の
深
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歴
史
観
が
あ
る
と
、
私
は

考
え
る
。

こ
れ
ら
の
一
連
の
政
策
は
、
封
建
制
下
に
お
け
る
生
か
さ
ず

か
と
思
わ
れ
る
が
、
新
藤
氏
の
理
論
的
前
提
が
そ
れ
を
可
能
に
す

る
。
「
支
配
機
構
末
端
に
く
み
こ
ま
れ
た
区
長
・
戸
長
な
ど
の
村
吏

宅
、
村
役
場
を
襲
撃
し
、
掲
示
場
・
制
札
場
を
破
壊
し
、
学
校
を
焼

き
払
い
、
県
庁
を
襲
っ
た
行
為
」
が
”
天
皇
制
そ
の
も
の
を
拒
否
す

る
た
た
か
い
“
と
評
価
さ
れ
る
の
も
同
根
で
あ
る
。
私
に
言
わ
せ
れ

ば
、
新
藤
氏
は
天
皇
制
を
過
大
に
評
価
し
て
い
る
。
ホ
メ
す
ぎ
で
あ

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
民
衆
は
天
皇
制
を
全
く
問
題

に
し
て
い
な
い
。

こ
の
三
つ
の
一
摸
〔
豊
後
四
郡
一
摸
・
筑
前
竹
槍
一
摸
・
阿

蘇
一
摸
を
さ
す
１
石
瀧
〕
は
い
ず
れ
も
明
治
絶
対
主
義
政
権

に
対
す
る
た
た
か
い
で
あ
り
、
権
力
の
末
端
機
構
に
対
す
る
攻

撃
は
、
絶
対
主
義
権
力
の
基
盤
を
揺
り
動
か
す
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
「
古
典
的
絶
対
主
義
」
と
も
い
え
る
維
新
政
権
に

対
す
る
た
た
か
い
で
あ
り
、
反
封
建
闘
争
の
性
格
を
も
つ
「
世

直
し
」
一
摸
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
貧
農

・
半
プ
ロ
層
が
そ
の
主
体
勢
力
に
た
っ
て
の
た
た
か
い
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

新
藤
氏
の
場
合
、
明
治
政
府
を
絶
対
主
義
政
権
と
す
る
規
定
が
ま

ず
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
政
府
へ
の
反
対
が
「
反
封
建
」
の
意
味
を

持
つ
こ
と
と
な
り
、
『
社
会
変
革
』
へ
の
め
ざ
ま
し
い
た
た
か
い
で

あ
っ
た
」
と
手
ぱ
な
し
の
讃
辞
が
寄
せ
ら
れ
も
す
る
。
「
反
封
建
」

の
位
置
づ
け
は
、
紫
村
氏
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。

７
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．
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●
４
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０
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ｒ
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Ｐ
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Ｄ
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ｂ
●
ｑ
ヤ
ー
ケ
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で
は
、
新
藤
氏
は
「
解
放
令
」
撤
回
要
求
を
、
さ
ら
に
は
部
落
焼

打
ち
を
ど
う
評
価
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
、
こ
の
点
、
お
手
軽
に
き
め
つ
け
て
い
る
と
し
か
私
に
は
思

え
な
い
。

〔
要
求
に
つ
い
て
〕

１
・
・
・
…
年
貢
・
暦
・
地
券
・
官
林
の
問
題
を
除
く
と
士
族
た
ち
の

要
求
と
し
て
の
色
彩
が
強
い
。
：
…
．
（
別
表
「
筑
前
竹
槍
一
摸
の

要
求
整
理
」
①
の
要
求
項
目
に
つ
い
て
論
じ
た
も
＠

２
…
…
こ
の
要
求
書
こ
そ
は
旧
藩
士
黒
田
播
磨
ら
の
要
求
を
中
心

に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
感
が
深
く
…
…
（
「
党
民
強
訴
ノ
大

意
」
を
引
い
て
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
別
表
⑥
⑦
を
合
併
し
て
一
部

を
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
上
杉
聰
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

（
９
）
 

さ
れ
、
史
料
価
値
を
失
っ
た
。
）

３
…
…
こ
の
筑
前
竹
槍
一
摸
の
中
に
は
多
く
の
不
平
士
族
が
含
ま

れ
て
お
り
、
そ
の
要
求
書
は
、
こ
れ
ら
の
不
平
士
族
の
要
求
を
主

軸
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
…
…

〔
部
落
焼
打
ち
に
つ
い
て
〕

山
部
落
へ
の
放
火
は
ご
く
一
部
の
も
の
の
そ
そ
の
か
し
に
よ
る
行

為
で
あ
り
…
…

②
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
官
側
資
料
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
「
筑
前

竹
槍
一
摸
」
の
要
求
書
は
、
一
摸
に
参
加
し
て
い
た
不
平
士
族
が

自
己
の
要
求
を
充
分
に
も
り
こ
ん
で
積
極
的
に
書
い
て
い
っ
た
事

の
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
そ
の
こ
と
自
体
を
一
概
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
、
次
の
新
聞
記
事
に
見
る
よ
う
に
、
士
族
の
中
に
は
「
復

禄
」
の
要
求
は
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
具
体
的
な
検
証
を
ぬ
き
に
、
個
々
の
士
族
を
そ
う
だ
、
と
断
定
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

○
旧
久
留
米
藩
に
て
廃
禄
に
た
り
し
者
千
三
百
九
十
七
名
よ

り
、
去
る
明
治
六
年
六
月
以
来
再
三
復
禄
の
歎
願
を
な
し
、

近
年
は
其
の
儘
と
な
り
居
た
る
処
、
昨
今
又
々
数
百
名
連
署
し

（
ば
）

て
県
庁
へ
出
願
し
、
若
し
御
採
用
に
左
ら
ず
は
出
京
し
て
直
ち

に
其
筋
へ
願
ひ
出
づ
く
し
と
相
談
し
居
る
よ
し
。

（
朝
野
新
聞
、
明
治
一
三
年
九
月
四
日
、
雑
報
）

期
せ
ず
し
て
、
明
治
六
年
六
月
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
筑

後
久
留
米
で
、
こ
の
時
期
は
ま
だ
福
岡
県
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
連
署
嘆
願
す
る
と
い
う
方
途
も
開
け
て

い
る
わ
け
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
、
仮
に
福
岡
の
士
族
団
が
復
禄
の
期

待
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
百
姓
一
摸
の
要
求
に
も
ぐ
り

込
ま
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、
松
崎
武
俊
、
紫
村
一
重
、
新
藤
東
洋
男
氏
ら
の
所
説
を
分

析
し
な
が
ら
、
筑
前
竹
槍
一
摸
Ⅱ
「
世
直
し
一
摸
」
説
の
論
理
を
た

ど
っ
た
。

本
稿
で
の
目
的
で
は
な
い
か
ら
、
一
々
史
料
を
あ
げ
て
反
論
し
左

情
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
部
落
焼
打
ち
の
事
態
も
こ
れ
ら
の

士
族
と
の
か
か
わ
り
あ
い
が
多
分
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。

３
．
．
…
・
一
部
の
扇
動
に
よ
る
「
部
落
襲
撃
」
問
題
が
発
生
し
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

新
藤
氏
は
②
と
③
で
は
慎
重
に
断
定
を
避
け
て
い
る
が
、
読
む
者

に
は
、
士
族
が
「
解
放
令
」
撤
回
を
要
求
し
、
士
族
が
部
落
焼
打
ち

を
指
示
し
た
と
し
か
思
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

農
民
は
反
封
建
的
で
あ
り
、
士
族
は
封
建
的
で
あ
る
と
い
う
図
式

が
新
藤
氏
の
頭
に
は
確
固
と
し
て
あ
る
。
農
民
の
中
に
も
封
建
的
な

人
が
あ
ろ
う
し
、
士
族
の
中
に
も
反
封
建
的
な
人
は
い
る
の
が
現
実

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
封
建
制
は
親
の
仇
で
ご
ざ
る
」
と
武
士
出

身
の
福
沢
諭
告
が
言
っ
た
の
を
思
い
出
す
。

…
一
摸
に
参
加
し
た
士
族
た
ち
の
中
に
は
、
「
封
建
制
」
へ

復
帰
し
て
か
つ
て
の
「
禄
」
を
回
復
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の

も
多
か
っ
た
。
一
摸
要
求
書
の
中
に
あ
る
士
族
の
要
求
で
あ
っ

た
「
旧
知
事
様
御
帰
国
之
事
」
、
「
旧
知
事
県
令
一
一
被
仰
付
候

事
」
、
「
先
知
事
公
帰
藩
之
事
」
と
す
る
も
の
は
、
単
に
新
政
に

反
対
す
る
余
り
か
っ
て
の
旧
藩
主
に
対
す
る
思
慕
か
ら
き
て
い

る
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
…
…

つ
ま
り
、
戦
術
的
に
封
建
制
復
帰
を
主
張
し
て
い
る
の
で
な
く
、

士
族
と
い
う
の
は
本
質
的
に
根
っ
か
ら
そ
う
な
の
だ
、
と
言
い
た
い

か
つ
た
が
、
総
じ
て
、
あ
ま
り
に
も
安
易
に
士
族
を
引
合
い
に
出
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
根
本
的
な
理
由
は
、
。
摸
の
要
求
が
、

こ
ん
な
封
建
制
復
帰
の
意
味
を
含
む
は
ず
が
な
い
。
き
っ
と
士
族
が

で
っ
ち
あ
げ
た
ん
だ
」
と
い
う
仮
説
を
、
初
め
か
ら
研
究
の
前
提
に

置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

池
田
敬
正
氏
は
か
つ
て
「
解
放
令
」
の
研
究
史
を
整
理
し
た
際
、

「
解
放
令
」
反
対
一
摸
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ

る
。

…
…
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
れ
ら
の
一
摸
が
、
全
体
と
し
て
新
政

府
の
諸
政
策
に
た
い
す
る
農
民
の
不
満
が
基
底
に
あ
り
な
が
ら

も
、
解
放
令
反
対
と
い
う
反
動
的
形
態
を
と
っ
た
の
は
、
一
方

で
の
村
落
支
配
者
層
の
主
導
と
そ
れ
に
一
般
農
民
層
の
差
別
感

情
を
触
発
し
た
こ
と
も
否
定
で
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関

係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
当
時
の
農
民
層
が
全
体
と

し
て
も
っ
た
反
封
建
的
性
格
の
具
体
相
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
池
田
敬
正
「
解
放
令
研
究
の
前
進
の
た
め
に
」
、
『
部
落
問
題
研

究
』
四
九
・
五
○
輯
、
一
九
七
六
年
）
、
、
、
、
、

問
題
の
焦
点
は
「
当
時
の
農
民
層
が
全
体
と
し
て
も
っ
た
反
封
建

的
性
格
」
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
前
提
し
て
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
と
言
う
の
は
、
池
田
氏
に
と

っ
て
酷
で
、
池
田
氏
に
お
い
て
も
明
治
政
府
を
絶
対
主
義
政
権
と
す
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歴
史
認
識
が
根
底
に
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
係
で
農
民
「
反
封
建
」

説
が
出
て
く
る
わ
け
だ
が
、
た
だ
、
こ
れ
が
一
摸
の
具
体
的
な
検
討

の
場
ご
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
前
提
と
な
り
、
分
析
に
機
械
的
に
適
用

さ
れ
る
か
ら
、
困
る
の
で
あ
る
。

新
藤
東
洋
男
氏
が
、
筑
前
竹
槍
一
摸
の
要
求
を
安
易
に
「
士
族
の

要
求
」
と
断
じ
る
の
も
、
農
民
の
「
反
封
建
的
性
格
」
を
前
提
（
つ

ま
り
公
理
）
と
し
、
そ
こ
か
ら
演
鐸
的
に
、
封
建
的
性
格
を
含
む
農

民
要
求
を
す
べ
て
「
士
族
の
要
求
」
と
し
て
振
り
分
け
て
い
く
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

私
の
見
解
で
は
、
少
な
く
と
も
筑
前
竹
槍
一
摸
に
参
加
し
た
、
旧

福
岡
藩
領
の
農
民
に
関
し
て
言
え
ば
、
一
般
的
に
「
封
建
制
恋
慕
」

の
傾
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

新
藤
氏
は
「
旧
知
事
」
帰
国
要
求
を
、
士
族
の
要
求
と
信
じ
て
疑

わ
な
い
け
れ
ど
も
、
次
節
で
は
、
こ
の
点
を
史
実
の
中
に
具
体
的
に

さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
「
旧
知
亭
」
帰
国
を
民
衆
自
身
が
切
望

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
さ
て
お
き
、
事

実
は
そ
う
で
あ
っ
た
。

別
表
「
筑
前
竹
槍
一
摸
の
要
求
の
整
理
」
に
見
る
通
り
、
旧
知
事

帰
国
要
求
は
ど
の
要
求
書
に
も
共
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
今
、
こ
の

長
知
は
免
官
、
在
京
の
ま
ま
四
○
日
の
閉
門
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
次

で
一
○
日
、
新
知
事
有
栖
川
宮
熾
仁
が
着
任
、
長
知
の
父
長
溥
ら

は
福
岡
城
を
退
去
し
、
旧
家
老
の
浜
屋
敷
に
入
っ
て
謹
慎
し
た
。

旧
藩
主
一
家
が
残
ら
ず
東
京
へ
移
住
す
る
と
の
噂
が
流
れ
、
七

月
下
旬
に
な
る
と
、
郡
々
百
姓
か
ら
順
次
引
き
と
め
嘆
願
書
が
出

さ
れ
て
き
た
。
「
是
迄
之
通
何
卒
御
国
表
江
御
住
居
被
し
為
し
在
候

様
、
此
段
奉
一
一
歎
願
一
候
」
と
言
い
、
在
国
の
生
活
費
一
切
は
「
私
共

（
紬
脱
力
）

臨
米
（
臨
時
の
切
立
の
意
か
）
を
以
致
上
候
」
と
ま
で
主
張
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
、
年
貢
負
担
を
怠
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い

ｌ
「
勿
論
御
年
貢
其
外
諸
納
銀
等
ハ
従
前
之
通
二
卿
無
一
一
遅
滞
一

上
納
仕
候
一
一
付
」
ｌ
と
、
農
民
は
嘆
願
書
の
中
に
書
い
た
の
で

あ
る
。
「
殿
様
に
迷
惑
は
か
け
ま
せ
ん
か
ら
」
と
い
う
わ
け
だ
。

②
志
摩
郡
の
農
民
は
筥
崎
宮
へ
、
両
粕
屋
郡
か
ら
は
愛
宕
社
へ
、

そ
れ
ぞ
れ
旧
藩
主
引
き
と
め
の
集
団
祈
願
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。

そ
の
た
め
、
両
者
が
行
違
う
福
岡
・
博
多
の
町
筋
は
た
い
へ
ん
な

混
雑
に
な
っ
た
。
長
溥
が
、
浜
屋
敷
か
ら
遠
目
鏡
で
箱
崎
浜
を
見

た
と
こ
ろ
、
「
霧
敷
百
姓
群
集
之
体
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
博
多

は
櫛
田
宮
に
集
ま
っ
て
祈
願
し
た
。

『
維
新
雑
誌
』
の
著
者
は
、
「
是
非
旧
知
事
公
御
再
職
無
し
之
而

ハ
、
い
か
に
朝
威
を
輝
し
加
ふ
と
も
、
四
民
之
服
従
ハ
無
一
一
覚
束
一

事
之
様
一
一
相
見
候
也
」
と
感
想
を
書
き
と
め
て
い
る

③
七
月
一
三
日
、
大
早
飛
脚
が
廃
藩
置
県
の
詔
書
を
福
岡
に
も
た

三
、
旧
藩
主
へ
の
ラ
プ
コ
ー
ル

部
分
だ
け
、
原
文
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

①
旧
知
亭
ヲ
返
ス
コ
ト
（
第
一
項
）

②
旧
知
事
ヲ
迎
上
（
第
一
項
）

③
知
事
様
御
帰
国
、
黒
田
県
の
こ
と
（
第
二
項
）

④
先
知
事
公
帰
藩
之
事
（
第
一
項
）

⑤
旧
知
事
ヲ
返
ス
事
（
第
一
項
）

⑥
旧
知
亭
、
県
令
二
被
仰
付
度
事
（
第
二
項
）

⑦
旧
知
事
様
御
帰
国
之
事
（
第
二
項
）

８
旧
知
事
公
御
帰
国
之
上
御
政
事
被
下
度
事
（
第
一
項
）

９
御
先
公
様
ヲ
従
前
ノ
通
御
入
国
（
第
一
項
）

表
現
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
す
べ
て
第
一
項
か
第
二
項
で
あ
る
。
順

序
に
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
だ
が
、
無
視
す
べ
き
で
も
な
い

だ
ろ
う
。

こ
れ
よ
り
先
、
明
治
四
年
七
月
の
廃
藩
置
県
に
と
も
な
い
、
旧
藩

主
と
そ
の
家
族
は
す
べ
て
東
京
に
移
住
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

こ
の
前
後
、
福
岡
県
で
は
、
旧
藩
主
引
き
と
め
運
動
が
起
こ
っ
た
。

士
族
で
は
な
く
、
民
衆
の
間
に
で
あ
る
。
筑
前
竹
槍
一
摸
の
旧
藩
主

呼
び
も
ど
し
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
事
だ
け
み
て
も
、

「
旧
知
亭
（
藩
主
）
帰
国
要
求
」
が
民
衆
意
識
に
根
ざ
し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
間
の
経
緯
に
詳
し
い

（
、
）

『
維
新
雑
誌
』
を
も
と
に
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

山
七
月
二
日
、
福
岡
藩
贋
札
事
件
の
責
め
を
受
け
、
知
藩
事
黒
田

ら
し
、
情
勢
は
ま
た
も
や
一
変
し
た
。
旧
藩
主
は
家
族
と
も
ど
も

東
京
へ
の
移
住
を
命
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
右
之
通
之
御
変
革
二
相
成
候
故
、
最
早
天
下
之
士
気
如
何
之

方
向
二
可
一
一
相
成
一
哉
、
必
定
此
末
ハ
国
ミ
ー
摸
蜂
起
し
て
夫
β
事

を
釣
出
候
様
二
被
一
一
相
考
一
候
」
と
、
著
者
は
危
機
感
を
募
ら
せ
た
。

例
八
月
に
な
る
と
、
郡
町
浦
（
と
い
う
こ
と
は
農
民
・
町
人
・
漁

民
）
か
ら
、
県
庁
に
再
び
嘆
願
書
が
出
さ
れ
始
め
た
。
「
何
卒
御

家
族
様
共
御
一
門
、
御
国
内
御
住
居
被
し
為
し
在
候
様
」
と
の
内
容

で
あ
っ
た
。

八
月
九
日
、
表
粕
屋
郡
二
八
か
村
の
庄
屋
が
県
庁
に
押
し
か

け
、
嘆
願
す
る
騒
ぎ
と
な
り
、
翌
一
○
日
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
を

少
林
寺
に
集
め
て
、
大
参
事
が
説
得
し
た
。
「
御
座
所
之
御
普
請

を
は
し
め
年
ど
之
御
入
費
共
一
切
御
国
中
一
一
而
相
受
持
」
ま
す
か

ら
、
つ
ま
り
は
「
県
庁
へ
は
負
担
を
か
け
な
い
の
だ
か
ら
、
聞
届

け
て
く
れ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
の
が
農
民
の
理
屈
で

あ
っ
た
。

一
三
日
は
福
博
両
市
中
、
一
四
’
六
日
は
郡
々
浦
々
に
権
大
参

事
が
出
向
い
て
説
得
に
当
っ
た
。

⑤
八
月
一
一
三
日
、
長
溥
以
下
黒
田
家
の
一
族
、
お
よ
び
旧
秋
月
藩

主
家
（
支
藩
黒
田
家
）
の
人
々
が
、
蒸
気
船
環
藏
丸
で
東
上
す
る
の

（
ま
脱
力
）

を
見
送
り
の
た
め
、
「
浜
手
ハ
ー
面
二
士
族
卒
平
民
二
至
迄
所
せ
き

迄
群
集
を
な
し
」
、
発
艦
ま
で
別
れ
を
惜
し
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ

●
ｄ
ｂ
Ｑ
９
９
０
Ｕ
１
Ｙ
一
寸
，
』
ｕ
●
し
『
曰
・
や
。
円
▼
■
Ｓ
］
イ
十
Ⅱ
川
上
一
④
▽
こ
■
□
●
」
幻
司
り
ｗ
、
ｉ
ｂ
Ｌ
ｌ
９
心
Ｆ
Ｊ
Ｌ
Ｂ
・
；
０
７
－
‐
‐
Ｊ
‐
。
。
△
・
ウ
マ
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１１「解放令」反対一摸における民衆意識をめぐって

う
し
て
べ
旧
藩
主
引
き
と
め
運
動
は
幕
を
下
ろ
し
た
。

旧
藩
主
引
き
と
め
運
動
が
、
明
治
四
年
七
’
八
月
に
は
、
民
衆
の

自
発
的
意
志
の
下
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
一
年
後
の
筑
前
竹

槍
一
摸
の
要
求
書
に
見
え
る
「
旧
知
事
帰
国
要
求
」
も
、
こ
れ
を
農

民
㈹
總
邦
鑑
購
蕊
篭
緋
寵
譲
引
・

う
・
『
維
新
雑
誌
』
に
見
え
る
、
県
官
の
説
得
工
作
を
裏
付
け
る
も

の
で
あ
る
。

明
治
四
年
八
月
一
三
日

…
…
今
日
、
郡
役
処
江
郡
ど
大
庄
屋
・
村
庄
屋
井
村
ミ
惣
百

姓
代
一
人
宛
呼
出
シ
、
当
村
左
ハ
隣
ノ
安
平
出
方
。
旧
知
事
様

ノ
御
事
一
一
付
、
百
姓
共
台
色
ご
願
出
候
事
不
し
宜
、
以
来
集
会

等
不
致
様
一
一
と
の
達
ノ
由
也
。
右
大
意
也
。
定
而
細
ミ
ノ
論
シ

為
し
有
し
之
を
ろ
へ
し
。
其
段
ハ
不
し
分
。

明
治
六
年
六
月
の
筑
前
竹
槍
一
摸
の
要
求
は
、
年
貢
半
納
の
要
求

を
除
け
ば
、
そ
の
す
べ
て
が
新
政
府
の
改
革
（
文
明
開
化
政
策
）
へ

の
反
対
を
意
味
し
て
い
た
（
表
「
筑
前
竹
槍
一
摸
の
要
求
の
整
理
」

参
照
）
。

従
来
の
論
者
は
、
要
求
書
そ
の
も
の
を
疑
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
屯

筑前竹槍一摸の要求の整理

四
、
廃
藩
置
県
後
の
年
貢
サ
ポ

①
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１と。Ｈ： ち
ろ
ん
、
史
料
批
判
は
厳
密
に
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
「
全
て
を
疑

う
」
の
も
史
料
批
判
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
態
度
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま

い
。
要
求
書
は
士
族
が
デ
ッ
チ
あ
げ
た
も
の
と
す
る
従
来
の
説
に
配

慮
し
、
こ
れ
で
は
、
士
族
の
手
を
介
在
せ
ず
に
書
き
止
め
ら
れ
た
、

一
摸
の
要
求
内
容
を
見
て
お
こ
う
。

…
…
借
又
一
摸
ノ
願
意
ハ
、
先
第
一
雄
猫
畷
騨
ヲ
従
前
ノ
通

御
入
国
、
年
貢
五
ケ
年
ノ
間
半
納
二
被
一
一
成
下
一
度
、
残
り
半
高
ヲ

以
旧
社
神
ノ
用
二
可
レ
用
、
諸
運
上
ヲ
以
前
来
ノ
通
二
被
二
成
下
一

度
、
牛
肉
店
ヲ
被
し
廃
度
、
此
外
、
以
上
八
ケ
条
ノ
願
ノ
由
也
。

右願書ハ後日可一一写取一・・・・…右願書二難椛ハ不二相加一
旨
申
答
候
由
。
其
末
何
ト
共
可
レ
納
二
哉
…
…

（
「
横
田
徐
翁
日
記
」
明
治
四
年
六
月
一
一
三
日
条
。
こ
れ
は
別

表
の
史
料
番
号
９
に
あ
た
る
。
）

牛
肉
店
廃
止
要
求
は
、
他
の
要
求
書
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
一
摸
が
願
書
を
回
覧
し
、
一
摸
へ
の
参
加
を
勧
誘
し
た

か
に
受
け
取
れ
る
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
こ
こ
で
し
か
知
ら
れ
な

い
事
実
で
あ
る
。
筆
者
徐
翁
は
、
六
月
一
一
○
日
、
被
差
別
部
落
焼
打

ち
の
事
実
を
記
し
、
彼
自
身
見
物
に
も
行
っ
た
が
、
こ
の
日
の
日
記

に
は
「
解
放
令
」
撤
回
要
求
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
六
月
一
一
四
日
付
で
、
佐
賀
県
か
ら
大
隈
重
信
へ
宛
て
出
さ

れ
た
「
福
岡
県
下
暴
動
之
儀
ニ
付
御
届
」
も
、
作
為
す
る
必
然
性
が

た
い
か
ら
、
史
料
と
し
て
の
価
値
は
高
い
。
「
黒
田
播
磨
（
旧
藩
大

○
’
○
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（出典）①～⑦は、上杉聰｢『解放令』反対一摸としての筑前竹槍一摸」（『部落解放史
・ふくおか』４０号）Ｐ､49による。
①「新聞雑誌」１１３②「公文録」③江島茂逸『筑前一撲党民竹槍史談』
④「十ノ小区調所日記」⑤～⑦「公文録」
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e:窪１３「解放令」反対一摸における民衆意識をめぐって 1２ 

老
）
説
諭
之
胸
左
之
条
々
申
立
候
由
」
と
し
て
、
次
の
八
カ
条
を
挙

げ
る
。

一
、
旧
知
事
公
御
帰
国
之
上
御
政
事
被
下
度
事

一
、
田
畑
諸
税
共
年
貢
半
高
御
受
納
相
成
度
事

一
、
士
族
中
藩
政
一
一
旧
復
士
族
之
本
務
ヲ
専
行
有
度
事

『
官
山
林
ハ
従
前
之
通
据
置
被
下
度
事（復
）

一
、
畑
税
現
大
豆
御
取
立
廃
止
米
納
二
服
シ
候
事

（
マ
マ
）

一
、
太
陽
歴
廃
止
旧
暦
相
用
度
事

『
農
商
者
其
業
を
務
〆
穣
多
ハ
元
之
通
御
取
扱
相
成
度
事

三
専
ラ
西
洋
之
事
躰
二
狗
上
且
社
寺
を
合
併
よ
り
当
大
旱
災

を
相
醸
候
二
付
テ
ハ
右
ヲ
致
廃
絶
度
事

（
杉
谷
昭
「
佐
賀
の
乱
覚
書
」
所
収
、
『
日
本
歴
史
』
八
七
号
、

一
九
五
五
年
。
こ
れ
は
別
表
の
史
料
番
号
８
に
あ
た
る
。
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
第
四
項
は
馬
草
山
の
保
全
で
農
民
の
暮
ら
し
に

（
辺
）

重
要
な
も
の
。
第
二
・
五
・
六
・
八
項
も
、
農
民
自
身
の
発
意
と
十

分
考
え
ら
れ
る
内
容
で
あ
る
。
第
七
項
は
「
解
放
令
」
反
対
の
要
求

だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
（
註
１
．
２
参
照
）
で
、

農
民
の
要
求
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

問
題
は
第
一
・
三
項
だ
が
、
こ
れ
が
当
時
の
民
衆
の
論
理
と
、
ど

う
結
び
つ
く
の
か
、
を
次
に
取
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

福
岡
藩
で
は
、
す
で
に
見
た
通
り
、
明
治
四
年
七
月
一
四
日
の
廃

藩
置
県
よ
り
わ
ず
か
に
早
く
、
贋
札
事
件
の
責
任
を
問
わ
れ
た
知
藩

福
岡
藩
の
旧
庄
屋
の
家
に
伝
わ
る
「
村
役
人
心
織
〕
に
よ
る
と
、

九
月
に
「
永
蔵
初
津
出
し
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
た
っ
て
い
る
・
永

蔵
は
福
岡
藩
の
年
貢
の
集
荷
地
の
一
つ
で
た
と
え
時
節
遅
れ
の
年

で
あ
っ
て
も
、
九
月
中
に
、
少
々
の
俵
数
な
り
と
も
津
出
し
（
年
貢

米
を
村
か
ら
永
蔵
ま
で
送
り
出
す
こ
と
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
定

め
で
あ
る
。
二
一
月
末
に
至
っ
て
も
年
貢
未
納
と
い
う
の
は
、
旧
藩

時
代
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

年
貢
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
は
、
ど
の
程
度
の
規
模
で
行
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
次
に
、
当
時
の
世
相
を
語
る
史
料
を
一
一
点
取
上
げ
て
み

る
。

『
県
政
と
相
成
、
黒
田
公
御
東
移
之
事
件
郡
ど
小
前
之
も

（
遠
賀
）
（
鞍
手
×
嘉
麻
×
穂
波
）

の
共
大
不
服
、
殊
ニ
ハ
遠
・
鞍
・
嘉
・
穂
之
郡
内
ち
と
不
穏
、

所
ご
江
張
紙
等
い
た
し
、
年
貢
上
納
之
儀
大
庄
屋
・
小
庄
屋
芯

及
一
一
催
促
一
候
得
共
、
兎
角
百
姓
不
服
―
―
て
様
ど
申
立
候
故
、
役

員
追
ど
出
張
種
ど
説
得
弁
解
等
有
し
之
候
よ
し
、
其
末
頭
立
候

者
四
？
五
人
被
二
召
捕
一
福
岡
江
連
越
一
一
相
成
候
沙
汰
致
候
。
何

様
当
年
貢
是
迄
之
通
各
皆
済
之
儀
ハ
甚
無
一
一
覚
束
一
風
聞
有
し
之
、

実
二
当
十
月
末
芯
十
一
月
初
旬
頃
迄
津
出
盛
之
節
一
一
、
御
永
蔵

等
至
而
物
静
一
一
而
何
之
模
様
も
無
し
之
候
処
、
十
一
一
月
二
至
漸
津

出
賑
ど
敷
相
成
、
郡
ど
も
承
服
い
た
し
哉
と
被
一
一
相
考
一
候
。
乍
レ

併
統
而
郡
肖
米
券
買
調
上
納
相
仕
廻
候
趣
一
一
而
現
米
上
納
ハ
至
而

『
．
ｃ
，
ｊ
‐
了
し
‐
↓
←
〈
‐
‐
Ｑ
㎡
・
守
ヨ
ー
ロ
ツ
ｌ
ｎ
ｖ
毎
月
印
可
ロ
ー
ゾ
『
０
Ｈ
」
軌
ｑ
ｄ
２
■
‐
向
９
９
γ
・
Ｇ
Ｉ
〉
ｓ
ｇ
２
・
・
・
奴
電
可
已
冠
。
、
｜
皀
司
小
・
】
咄
Ｃ
Ｏ
〆
・
’
０
．
‐
ｒ
０
さ
『
．
。
ｒ
’
ず
８
７
▲

無
し
少
相
聞
、
年
貢
立
用
之
米
券
三
拾
万
俵
一
一
咄
及
た
る
よ
し
。

一
体
ケ
様
一
一
百
姓
不
服
を
生
し
候
而
ハ
曽
而
趾
臥
聯
不
二
相
成
一

候
。
県
官
之
向
ど
深
く
心
を
被
レ
用
御
仁
仙
之
御
政
体
一
一
不
し
基

候
而
ハ
足
元
が
火
之
出
る
様
な
る
享
有
間
敷
と
ハ
難
し
申
事
情

一
一
相
聞
候
事
。

（
『
維
新
雑
誌
』
巻
一
三
・
一
四
合
冊
）

猪
又
当
秋
拾
五
郡
共
二
確
乎
と
為
一
一
申
合
一
事
二
哉
、
其
儀
〈

未
詳
候
得
共
、
郡
ミ
村
ミ
未
年
貢
ヲ
不
二
相
納
一
。
尤
村
蔵
迄

ハ
少
ご
為
し
納
者
モ
有
し
之
由
。
一
俵
モ
不
し
納
者
モ
有
し
之
。
遠

賀
。
鞍
手
ノ
両
郡
β
ハ
半
上
納
い
た
し
、
半
高
丈
ケ
ハ
村
ど
江

囲
上
可
レ
値
坤
咄
居
候
杯
、
或
者
志
摩
郡
在
少
ミ
津
出
候
処
、
俵

栫
へ
不
し
宜
迩
受
取
二
不
し
成
し
処
、
直
二
持
帰
り
、
以
後
再
上

不
し
及
二
津
出
一
由
。
此
事
件
二
付
而
モ
色
ミ
ノ
沙
汰
専
也
・
十
月

も
最
早
下
旬
一
一
及
候
得
共
、
当
村
杯
未
一
度
モ
津
出
ノ
沙
汰
ヲ

不
し
及
レ
聞
候
。
遠
国
ノ
事
ハ
不
し
知
、
近
国
ハ
同
様
年
貢
納
不
し

運
杯
ノ
風
聞
有
し
之
。
畢
寛
此
末
何
ト
共
相
成
事
二
哉
・

（
「
横
田
徐
翁
日
記
」
明
治
四
年
一
○
月
一
二
日
条
）

『
維
新
雑
誌
』
の
著
者
の
実
名
は
不
明
だ
が
、
藩
政
の
中
枢
に
参

画
し
た
経
験
を
も
つ
、
上
級
の
士
族
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
県

官
に
「
御
仁
加
之
御
政
体
」
を
要
求
す
る
の
も
、
著
者
の
立
場
と
ス

ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
横
田
徐
翁
は
、
博
多
に
隣
接
す
る
住
吉
村
の
住
吉
神
社
の

事
黒
田
長
知
が
解
任
さ
れ
、
後
任
と
し
て
七
月
二
日
、
有
栖
川
宮
熾

仁
親
王
が
知
藩
事
の
宣
下
を
受
け
た
。
廃
藩
以
後
は
有
栖
川
宮
が
そ

の
ま
ま
県
知
事
と
な
り
、
同
年
二
月
二
五
日
、
福
岡
県
令
に
任
ぜ

ら
れ
た
。
こ
の
月
、
福
岡
県
は
、
旧
福
岡
藩
領
に
加
え
、
旧
秋
月
藩

領
ほ
か
を
吸
収
合
併
し
、
福
岡
県
域
は
筑
前
一
国
と
重
な
る
こ
と
と

な
る
。

以
下
、
明
治
四
年
、
福
岡
県
で
起
こ
っ
た
年
貢
不
納
運
動
ｌ
ま

さ
に
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
Ｉ
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
ま
ず
有
栖

川
宮
日
記
を
ひ
も
と
く
こ
と
に
し
よ
う
。

〔
明
治
四
年
一
二
月
〕

廿
八
日
陰
雨

一
休
暇
、

一
水
野
権
参
事
御
用
談
二
付
入
来
之
事
、

但
、
上
坐
・
下
坐
両
郡
貢
米
未
納
延
引
之
廉
、
井
一
一
同
郡

中
一
一
、
旧
落
札
贋
造
之
者
在
之
、
捜
索
従
聴
訟
課
壹
員
差

立
之
事
、

（
『
熾
仁
親
王
日
記
』
Ｈ
五
○
七
貢
。
「
続
日
本
史
籍
協
会
叢

書
」
一
九
）

上
座
・
下
座
両
郡
で
年
貢
未
納
の
動
き
が
出
て
い
る
こ
と
が
短
く

記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
県
令
有
栖
川
宮
の
対
応
ぶ
り
は
、
こ
こ
で

は
う
か
が
い
知
れ
た
い
。
し
か
し
、
事
態
は
か
な
り
深
刻
な
も
の
で

あ
っ
た
。

０
，
■
十
ｂ
七
列
Ⅲ
し
Ｆ
Ｄ
Ｂ
‐
。
■
←
■
「
・
‐
～
携
珀
叩
（
、
０
■
▲
▽
□
‐
Ｃ
ｅ
已
戸
．
４
■
ｂ
や
９
．
口
ｊ
Ⅷ
０
曰
・
【
０
孚
日
一
Ｊ
一
寸
■
旧
▽
０
０
８
］
■
▽
－
し
Ｃ
ｌ
Ｐ
Ｉ
０
Ｃ
●
⑤
Ｉ
４
１
１
句
‐
Ｉ
ｌ
ｓ
：
６
○
→
Ｓ
０
■
■
１
０
１
・
ロ
’
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元
神
官
。
彼
自
身
は
年
貢
を
納
入
す
る
立
場
に
は
な
か
っ
た
が
、
村

の
人
々
に
目
を
配
り
な
が
ら
見
聞
を
記
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
史
料

も
信
懸
性
は
高
く
、
相
互
に
補
い
あ
う
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

右
の
二
史
料
に
見
る
通
り
、
年
貢
不
納
は
福
岡
県
全
体
（
筑
前
一

五
郡
）
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
近
国
も
同
一
歩
調
を
と
っ
て
い

る
と
い
う
噂
が
流
れ
て
い
た
。
近
国
と
言
え
ば
、
豊
前
、
豊
後
、
筑

後
、
肥
前
だ
が
、
私
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
年
貢
不
納
の
動
き
を
具
体

的
に
は
つ
か
む
に
至
っ
て
い
な
い
。

主
謀
者
四
、
五
人
を
捕
縛
と
い
う
の
は
事
実
ら
し
い
（
関
係
史
料

は
後
出
）
。
小
前
百
姓
を
中
心
と
し
た
動
き
が
広
が
っ
た
も
の
の
よ

う
だ
が
、
村
蔵
ま
で
納
め
て
も
津
出
し
を
し
な
い
と
い
う
の
は
、
庄

屋
ク
ラ
ス
に
も
同
調
者
の
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
半
高
だ

け
上
納
し
た
村
も
あ
り
、
こ
れ
な
ど
、
一
年
半
後
の
筑
前
竹
槍
一
摸

の
際
に
出
て
く
る
年
貢
半
減
要
求
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
、
注
目
す

べ
き
点
で
あ
る
。
何
の
こ
と
は
な
い
、
一
摸
要
求
の
年
貢
半
減
を
彼

ら
は
す
で
に
自
ら
経
験
ズ
ミ
で
あ
っ
た
の
だ
。

貢
納
に
応
じ
た
場
合
で
も
、
米
券
が
三
○
万
俵
に
も
及
ん
だ
と
い

（
皿
）

う
。
総
高
何
万
俵
か
は
正
確
に
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
現
米
一
二

○
万
俵
積
み
上
げ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
が
、
紙
切
れ
し
か
集
ま
っ
て
こ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
旧
藩
当
時
、
遠
隔
地
か
ら
米
俵
を
運
ぶ
の
が

困
難
な
場
合
は
、
米
券
（
御
切
米
指
紙
）
で
立
替
え
る
方
法
が
あ
っ

③
○
十
月
五
日
、
於
史
官
月
番
二
左
之
御
書
付
弐
通
横
川
少
書

記
ヲ
以
被
相
渡
候
事

＊
（
巧
）

今
般
廃
藩
二
付
、
各
地
方
二
於
テ
好
民
共
徒
党
ヲ
結
上
、
陽

一
一
旧
知
亭
惜
別
ヲ
名
ト
シ
、
窓
一
一
人
家
ヲ
段
焚
シ
、
或
ハ
財
物

ヲ
掠
奪
候
等
ノ
暴
動
一
一
及
上
候
モ
ノ
、
往
々
可
有
之
趣
相
聞

へ
、
朝
旨
ヲ
蔑
視
ｚ
国
憲
ヲ
違
犯
シ
侯
次
第
、
其
罪
不
軽
候

条
、
管
内
厳
粛
二
取
締
、
即
決
処
置
懲
誠
ヲ
可
加
候
。
万
一
手

余
り
候
節
ハ
所
在
鎮
台
へ
申
出
臨
機
ノ
措
置
二
可
及
候
事
。

（
マ
マ
）

辛
未
十
月
五
日

太
政
官

（
お
）

（
「
宮
崎
氏
石
炭
史
料
四
、
御
布
告
書
写
（
上
）
」
一
八
、
二
四

’
二
六
丁
）

張
紙
が
出
さ
れ
、
県
の
役
人
が
回
村
、
吟
味
を
遂
げ
た
と
い
う
の

は
、
お
そ
ら
く
『
維
新
雑
誌
』
に
言
う
「
頭
立
候
者
四
、
五
人
被
二

召
捕
こ
と
、
同
一
の
事
件
で
あ
ろ
う
。
貢
納
の
遅
れ
を
天
気
の
せ

い
に
し
て
ツ
ジ
ッ
マ
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
郡
政
懸
の
布
達
は
、
滑

稽
で
す
ら
あ
る
が
、
県
官
の
頭
に
は
、
何
と
か
穏
便
に
「
足
元
芯
火

之
出
る
様
な
ろ
事
」
を
避
け
よ
う
と
、
お
そ
ら
く
必
死
の
説
得
し
か

策
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
年
貢
不
納
事
件
が
ど
の
よ
う
に
収
拾
さ
れ
て
い
く
の
か
、
具

体
的
に
は
つ
か
め
な
い
が
、
次
の
記
述
か
ら
み
て
、
翌
五
年
の
県
財

政
に
も
大
き
な
打
撃
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

当
季
ノ
切
米
不
し
渡
段
達
二
付
、
士
族
・
卒
共
大
一
一
不
平
二
而

た
。
し
か
し
、
先
の
「
村
役
人
心
得
」
に
よ
る
と
、
容
易
に
許
可
さ

れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
米
券
立
用
の
動
き
は
、
県
の
催
促
に

対
し
、
村
々
が
面
従
腹
背
で
応
じ
た
と
い
う
意
味
が
あ
ろ
う
。
封
建

社
会
に
あ
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
事
態
が
、
深

く
静
か
な
伏
流
と
な
り
出
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

突
然
の
年
貢
不
納
の
動
き
に
、
県
の
役
人
が
あ
わ
て
ふ
た
め
い
た

様
は
、
県
の
布
達
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

仙
○
本
月
二
日
、
郡
中
所
ミ
江
無
し
謂
張
紙
い
た
し
候
旨
、
追
ど
人

注
進
候
。
早
速
廻
村
遂
二
吟
味
一
、
已
後
之
心
得
共
厚
村
役
百
姓

中
江
も
相
施
置
候
旨
申
出
、
知
事
様
江
も
寄
特
之
儀
二
被
二
思
召

上
一
候
。
今
後
弥
厳
重
心
得
候
様
可
二
相
達
一
旨
二
付
、
可
し
得
一
一
其

（
マ
マ
）
，

意
一
、
同
相
達
候
也
。

（
明
治
四
年
）
・

未
十
月
十
二
日

郡
政
懸

遠
鞍
大
庄
屋
中

②
御
納
方
時
節
一
一
至
、
為
一
一
便
利
一
明
廿
四
日
台
中
出
蔵
江
出
張
致

候
条
、
其
心
得
、
御
納
方
二
掛
ル
儀
ハ
悉
皆
同
所
江
差
出
候
様
、

（
よ
り
）

至
急
村
ど
江
可
一
一
相
達
一
候
。
然
者
近
来
天
気
合
等
寄
上
納
方
不
二

（
マ
マ
）

博
取
一
歎
二
相
聞
候
得
共
、
例
年
之
通
村
ご
一
統
勉
強
い
た
し

（
洩
力
）

先
を
争
ひ
速
二
皆
済
致
候
様
、
其
方
共
初
、
村
役
が
望
な
く
諭

達
可
し
被
一
一
取
斗
一
候
・
此
段
相
達
候
也
。

郡
政
懸
リ

十
月
廿
三
日
遠
鞍
大
庄
屋
中
へ

卒
芯
四
千
人
斗
り
為
二
会
議
一
寺
ど
江
籠
候
旨
県
庁
江
届
出
候
由

ノ
処
、
暫
ク
相
見
合
せ
候
様
達
候
由
也
。
借
ど
勇
ミ
敦
次
第
共

一
一
候
。

（
「
横
田
徐
翁
日
記
」
明
治
五
年
五
月
一
一
日
条
）

家
禄
奉
還
制
度
の
廃
止
は
明
治
八
年
の
こ
と
で
、
金
禄
公
債
を
支

給
す
る
秩
禄
処
分
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
士
族
・
卒
へ
の
現

米
支
給
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
、
卒
四
千
人
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
動

き
は
、
前
年
末
の
年
貢
不
納
に
よ
り
県
庫
の
米
が
払
底
し
、
現
実
に

切
米
支
給
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
承
け
た
屯
の
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
県
政
へ
の
大
打
撃
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
件
は
ど
う
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
村
々
が

い
っ
せ
い
に
年
貢
納
入
を
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
す
る
と
い
う
内
容
か
ら
し

て
、
そ
の
財
政
に
い
ま
だ
封
建
的
性
格
を
残
し
て
い
た
新
生
明
治
国

家
に
と
っ
て
も
、
国
家
財
政
の
根
幹
を
ゆ
る
が
し
か
ね
な
い
、
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
、
農
民
の
「
反
封
建
的
性
格
」
を
端
的
に
示
す
も
の

だ
、
と
い
う
評
価
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
説
を
と

ら
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
こ
の
事
件
こ
そ
、
農
民
（
む
し
ろ
民
衆
一

般
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
が
）
の
意
識
が
い
か
に
封
建
社
会
に
深
い

と
こ
ろ
で
と
ら
わ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
『
維
新
雑
誌
』
の
冒
頭
に
は
、
廃
藩
置
県
後
、
旧

藩
主
黒
田
家
の
東
京
移
住
が
、
小
前
百
姓
の
不
穏
を
動
き
を
生
み
、

ご
罫
‐
世
テ
ロ
ニ
．
ｂ
》
割
，
Ｒ
》
６
●
》
沢
》
白
び
少
３
房
Ｉ
川
４
０
ケ
Ｌ
・
‐
、
．
①
ｑ
・
‐
ワ
ｆ
Ｇ
Ｌ
◇
０
３
．
。
’
し
ｏ
●
も
０
．
４
；
●
ぜ
。
。
少
ｑ
Ｖ
ｕ
‐
・
～
』
『
■
。
’
■
卸
１
０
，
写
‐
む
ら
ｑ
０
．
｜
Ｐ
「
ｊ
Ｇ
Ｃ
｜
〃
□
曰
ｊ
ヂ
ー
ヴ
，
。
『
ロ
’
一
一
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そ
れ
が
年
貢
不
納
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
が
、

、
、

ま
さ
に
年
貢
を
紬
む
く
き
相
手
（
領
主
）
の
不
在
が
、
自
然
発
生
的

に
起
こ
っ
た
、
一
県
規
模
で
の
年
貢
不
納
の
要
因
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
農
民
は
封
建
領
主
と
の
”
契
約
“
に
よ
っ
て
年
貢
を
納

め
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
領
主
が
東
京
に
移
っ
た
以
上
、
新
置
の
福

岡
県
に
年
貢
を
納
め
ね
ば
な
ら
ぬ
筋
合
い
は
な
い
、
と
い
う
論
理
の

下
に
行
動
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
福
岡
県
で
も
、
旧
藩
主
東
上
に

農
民
は
「
引
き
と
め
」
の
動
き
を
見
せ
て
い
た
し
、
こ
の
の
ち
、
竹

槍
一
摸
の
際
に
「
旧
藩
主
呼
び
も
ど
し
」
の
要
求
が
出
て
く
る
。
右

の
よ
う
に
考
え
る
時
、
明
治
四
’
六
年
の
民
衆
意
識
の
実
相
が
初
め

て
矛
盾
な
く
想
定
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
に

つ
い
て
言
え
ば
、
「
解
放
令
」
反
対
の
要
求
も
、
一
摸
過
程
で
の
部

落
焼
打
ち
も
、
封
建
制
社
会
で
の
身
分
意
識
の
延
長
上
に
現
わ
れ

た
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
池
田
敬
正
氏
の
場
合
と
は
逆
に

－
１
）
。

年
貢
不
納
の
思
想
的
意
味
を
右
の
よ
う
に
分
析
す
る
時
、
こ
の
時

期
．
太
政
官
政
府
ｌ
ひ
い
て
は
天
皇
制
が
Ｉ
民
衆
に
と
っ
て
い

か
に
無
力
な
存
在
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
な

ぜ
な
ら
、
当
時
の
県
知
事
は
天
皇
の
権
威
を
直
接
に
代
表
し
得
る
有

栖
川
宮
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
年
貢
不
納
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、

天
皇
よ
り
も
黒
田
家
を
重
し
と
し
、
信
用
し
た
民
衆
意
識
の
あ
り
よ

う
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
旧
藩
主
引
き
と
め
の
嘆
願
書
に
「
勿

摸
」
の
際
の
願
書
が
そ
れ
で
あ
る
。
加
藤
泰
信
氏
に
よ
る
と
、
県
の

提
出
命
令
に
応
じ
て
、
指
導
者
を
中
心
に
相
談
し
て
ま
と
め
た
も
の

（
Ⅳ
）
・

で
、
一
一
か
条
に
の
ぼ
る
要
求
が
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
旧
知
事
様
御
帰
り
相
成
候
様

一
刑
人
ノ
分
此
節
、
不
し
残
御
放
免
相
成
度

一
百
姓
ノ
宝
ダ
ル
牛
ヲ
殺
候
儀
御
止
〆
相
成
度

一
路
傍
ノ
地
蔵
ヲ
御
除
ケ
ノ
儀
御
止
メ
相
成
度

一
保
長
ノ
給
金
ハ
官
ヨ
リ
御
出
方
相
成
度

一
御
当
県
ノ
御
官
員
様
不
し
残
引
退
キ
相
成
度

一
御
年
貢
一
切
旧
知
事
様
御
帰
り
相
成
候
迄
ハ
難
一
一
差
出
一
旨

（
ね
）

一
物
価
下
直
二
相
成
度

一
三
ノ
ロ
米
御
用
捨
相
成
度

一
小
前
内
證
一
一
テ
賃
借
ノ
分
、
旧
知
事
様
御
帰
り
迄
其
侭
二
被
一
一

成
下
一
度

（
相
脱
力
）

一
銀
札
一
兀
ノ
通
成
度

ご
丁
寧
に
も
「
旧
知
事
様
御
帰
り
」
が
三
か
所
に
見
え
て
い
て
、

一
摸
指
導
者
の
思
い
の
深
さ
に
あ
ら
た
め
て
驚
か
さ
れ
る
が
、
何
よ

り
も
第
七
項
に
「
旧
知
事
（
藩
主
）
に
は
年
貢
を
納
め
る
が
、
県
に

は
一
切
納
め
な
い
」
と
い
う
論
理
が
示
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

る
。
先
に
私
が
、
福
岡
県
に
つ
い
て
分
析
し
た
こ
と
が
、
こ
の
史
料

に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。

加
藤
氏
に
よ
る
と
、
「
要
求
事
項
か
ら
み
て
、
県
中
四
郡
一
摸
は

←
何
個
、
里
皿
．
＃
（
ご
吋
耶
得
印
允
姻
廿
荊
庶
寸
心
昶
△
幻
・
白
川
切
り
Ⅳ
別
遺
薊
轡
Ｆ
呵
却
ゴ
剣
，
蕾
乱
⑫
ざ
川
西
ｎ
Ｊ
・
岡
川
』
丙
禺
Ｕ
ｈ
ｕ
腿
川
リ
マ
ゴ
●
口
制
衡
『
Ｉ
Ｊ
Ｊ
７
甚
口
・
ん
；
Ｓ
ｌ
薊
用
◇
「
一
ｈ
．
＋
ｙ
Ⅲ
例
其
？
＄
Ｃ
ｆ
『
司
沮
Ｃ
ｌ
・
仏
扣
’
一
と
・
・
・
肌
３
１

県
の
新
政
策
に
対
す
る
一
摸
で
あ
り
、
直
接
『
解
放
令
』
に
反
対
し

た
も
の
で
は
」
な
か
っ
た
。
「
し
か
し
、
そ
の
渦
中
で
被
差
別
部
落

が
焼
き
払
わ
れ
る
と
い
う
大
き
な
差
別
事
件
を
生
ん
だ
」
の
で
あ

る
。
福
岡
県
と
大
分
県
で
、
同
じ
よ
う
な
論
理
を
も
つ
民
衆
が
、
一

摸
に
立
上
が
っ
た
際
に
、
同
じ
よ
う
な
部
落
焼
打
ち
事
件
を
起
こ
し

て
い
た
。

一
摸
過
程
で
提
出
さ
れ
る
個
々
の
要
求
を
、
全
体
と
し
て
の
民
衆

意
識
と
、
い
か
に
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
か
が
、
殊
に
「
解
放
令
」

反
対
一
摸
を
見
る
場
合
に
は
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
点
に
も

示
さ
れ
て
い
る
。
あ
れ
こ
れ
の
要
求
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
の
論
理

こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

（
通
）

実
は
、
右
の
要
求
書
自
体
は
新
藤
東
洋
男
氏
も
利
用
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
「
こ
の
要
求
を
み
る
と
士
族
の
要
求
も
多
分
に
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
「
士
族
よ
り
の
要
求
が
濃
厚
に
入
っ
て
い
る

も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
だ
け
で
、
第
七
項
の
具

体
的
な
意
味
を
検
討
し
て
い
な
い
。
「
年
貢
…
…
差
出
難
き
旨
」
と

い
う
の
は
、
何
よ
り
も
農
民
の
立
場
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ

れ
が
同
時
に
士
族
の
存
在
を
お
び
や
か
す
内
容
な
の
だ
が
、
そ
の
点

が
吟
味
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
「
士
族
要
求
」
説
が
出
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
四
’
六
年
の
農
民
（
を
含
む
民
衆
一
般
）

が
、
「
旧
知
事
」
恋
慕
、
封
建
制
復
活
を
切
に
願
う
の
は
、
も
ち
ろ

ん
そ
れ
を
基
底
環
元
論
的
に
そ
の
土
地
所
有
状
況
か
ら
分
析
す
る
の

論
御
年
貢
其
外
諸
納
銀
等
ハ
従
前
之
通
二
珈
無
一
一
遅
滞
一
上
納
仕
候
一
一

付
」
（
『
維
新
雑
誌
巳
と
書
い
て
い
た
の
と
は
、
ち
ょ
う
ど
裏
腹
の

行
動
が
年
貢
不
納
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
有
栖
川
宮
の
福
岡
藩
知
事
（
次
い
で
県
知
事
）
へ
の

任
用
に
は
、
士
族
懐
柔
の
意
味
が
あ
っ
た
。
贋
札
事
件
に
よ
る
黒
田

長
知
の
知
藩
事
解
任
に
と
も
な
い
、
福
岡
藩
士
族
の
武
力
抵
抗
を
恐

れ
た
太
政
官
政
府
が
、
戊
辰
戦
争
の
東
征
軍
大
総
督
だ
っ
た
有
栖
川

を
か
つ
ぎ
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
戊
辰
戦
争
時
に
有
栖
川
の
指
揮
下

に
あ
っ
た
福
岡
藩
士
族
は
そ
の
権
威
に
服
し
て
、
政
府
の
目
論
見
は

当
っ
た
の
だ
が
、
民
衆
に
と
っ
て
は
、
そ
の
有
栖
川
も
「
錦
の
御

旗
」
て
は
あ
り
え
た
か
っ
た
。

明
治
四
年
の
福
岡
県
で
の
年
貢
不
納
が
、
県
（
つ
ま
り
は
太
政
官

政
府
）
の
権
威
を
認
め
ず
、
封
建
制
社
会
の
復
帰
を
願
う
民
衆
意
識

を
基
礎
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
、
そ
の
基
調
は
六
年
の
筑
前
竹
槍

一
摸
で
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
時
期
を
通
じ
て
民
衆

は
幕
藩
制
の
回
復
が
可
能
だ
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

事
件
に
対
す
る
右
の
分
析
は
、
ま
だ
「
私
の
解
釈
」
で
あ
っ
て
、
十

分
に
実
証
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
た
い
。
こ
の
点
、
地
元
で
は
確
証

で
き
る
史
料
を
見
出
せ
な
い
の
だ
が
、
幸
い
大
分
県
の
一
撲
に
つ
い

て
、
右
に
述
べ
た
の
と
全
く
同
様
の
論
理
を
持
つ
要
求
書
が
発
表
さ

れ
て
い
る
。

（
豊
後
）

明
治
五
年
末
か
ら
六
年
初
め
に
か
け
て
の
大
分
県
「
県
中
四
郡
一

ダ
、
。
‐
犬
９
桁
ｂ
・
’
．
．
〃
§
要
？
Ｃ
’
。
。
↑
！
‐
。
．
．
。
》
谷
・
｝
か
モ
ヨ
Ⅲ
ぐ
ゎ
心
白
；
。
▲
Ｔ
、
》
．
．
－
燭
⑰
『
（
，
Ｃ
ｌ
●
』
（
・
凸
・
汀
Ｂ
昨
’
炉
△
７
・
・
。
◆
Ｃ
ｌ
ｒ
Ｆ
別
・
小
担
】
可
釘
２
幼
；
ｕ
｜
了
．
、
ｆ
ｑ
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り
『
解
放
撤
回
一
摸
』
な
り
と
と
ら
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
歴
史
分

析
と
し
て
の
問
題
点
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
も
、

私
は
新
藤
氏
に
異
議
を
唱
え
ざ
る
を
得
な
い
。

私
の
考
え
で
は
、
新
政
反
対
一
摸
こ
そ
が
、
未
発
の
「
解
放
令
」

反
対
一
摸
な
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
と
同

（
四
）

じ
性
格
を
持
つ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
卯
）

最
後
に
一
言
ロ
ふ
れ
て
お
け
ば
、
本
稿
で
は
上
杉
聰
氏
の
論
稿
に
言

及
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
上
杉
氏
が
「
新
政
に
対
し
て
、
旧
幕

府
下
の
政
治
に
も
ど
せ
と
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
対
抗
で
き

な
か
っ
た
」
と
、
こ
の
時
期
の
一
摸
を
と
ら
え
て
い
る
の
は
、
・
私
の

理
解
と
近
い
。
「
と
い
う
こ
と
は
、
反
動
的
な
性
格
を
免
れ
え
な
か

っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
よ

う
な
意
味
で
、
括
弧
つ
き
で
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
性
格
を
、
こ
の
当
時
の
一
摸
は
持
っ
て
い
た

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
と
ま
で
上
杉
氏
は
述
べ
て
い
る
が
、
ま
っ
た

く
同
感
で
あ
る
。
一
摸
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、

個
々
の
実
証
の
当
否
と
同
時
に
、
あ
る
種
の
歴
史
観
で
も
あ
る
。

二
九
八
七
年
五
月
二
日
掴
筆
）

註（
１
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
集
は
明
石
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
（
好
並
隆

司
編
『
明
治
初
年
解
放
令
反
対
一
摸
の
研
究
』
。

（
２
）
前
掲
書
に
収
録
。
な
お
、
こ
れ
は
拙
稿
「
筑
前
竹
槍
一
摸
と
『
解

は
自
由
だ
が
、
私
は
む
し
ろ
農
村
共
同
体
の
枠
か
ら
思
考
が
は
ば
た

く
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
原
因
を
見
る
。
政
府
が
「
新

政
」
普
及
の
た
め
に
ど
ん
な
に
甘
い
言
葉
を
か
け
た
と
し
て
も
（
そ

ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
）
、
農
民
は
常
識
的
世
界
に
安
住
す

る
こ
と
を
望
み
、
そ
こ
か
ら
一
歩
で
も
踏
み
出
す
こ
と
は
望
ま
な
か

っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
、
む
し
ろ
武
士
た
ち
の
方
が
軽
率
な
ま
で
に
変
わ
り
身
は

早
か
っ
た
（
ま
た
、
別
の
機
会
に
取
上
げ
た
い
と
思
う
）
。

農
民
の
「
反
封
建
的
性
格
」
を
前
提
に
、
筑
前
竹
槍
一
摸
を
考
察

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、
真
実
を
見
誤
主
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
「
解
放
令
」
撤
回
要
求
も
、
部
落
焼
打
ち
も
、
す
べ
て
一

つ
の
根
か
ら
生
え
出
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
民
衆
意
識

が
、
政
府
の
す
す
め
る
文
明
開
化
政
策
全
般
の
否
定
に
向
か
い
、
文

明
開
化
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
幕
藩
制
社
会
で
の
自
己
の
位

置
の
復
旧
ｌ
言
わ
ば
「
地
位
保
全
」
を
求
め
る
方
向
に
収
劒
し
て

い
っ
た
と
理
解
す
れ
ば
、
民
衆
意
識
を
ま
る
ご
と
、
矛
盾
な
く
想
定

で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
一
摸
は
、
一
般
的
に
新
政
反
対
一
摸
と
呼
ば

れ
、
「
解
放
令
」
撤
回
要
求
や
、
部
落
襲
撃
を
含
む
場
合
に
「
解
放

五
、
お
わ
り
に
Ｉ
新
政
反
対
の
評
価
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令
」
反
対
一
摸
と
呼
ば
れ
る
。
両
者
の
掲
げ
る
要
求
は
、
内
容
と
し

て
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

「
解
放
令
」
反
対
一
摸
の
研
究
で
も
、
農
民
の
「
反
封
建
的
性

格
」
を
前
提
と
す
る
論
者
は
、
「
解
放
令
」
撤
回
要
求
や
、
部
落
襲

撃
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
旧
藩
主
招
請
な
ど
”
封
建
的
”
要
求
は
士

族
に
帰
属
さ
せ
、
残
り
の
「
新
政
」
反
対
の
部
分
に
つ
い
て
の
み
、

「
反
権
力
闘
争
」
と
し
て
積
極
的
な
意
味
を
付
与
し
て
い
た
。
そ
れ

は
明
治
絶
対
主
義
、
天
皇
制
と
の
闘
い
に
ま
で
、
論
者
の
脳
裡
で
ふ

く
ら
ん
で
い
っ
た
。

「
解
放
令
」
反
対
一
摸
に
お
い
て
す
ら
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
新
政
反
対
一
摸
の
場
合
は
手
ぱ
な
し
の
賞
讃
が
あ
っ
て
当
然
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
よ
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
解

放
令
」
反
対
一
摸
の
諸
要
求
は
、
一
見
農
民
の
立
場
と
矛
盾
す
る
よ

う
に
見
え
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
民
衆
意
識
の
深
い
所
で
は
矛
盾
な

く
つ
な
が
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
と
新
政
反

対
一
摸
と
で
、
本
質
的
な
差
異
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
「
解
放
令
」

反
対
一
摸
の
場
合
は
、
地
域
の
事
情
や
、
一
摸
の
個
別
な
経
過
が
作

用
し
、
た
ま
た
ま
民
衆
の
差
別
意
識
が
露
呈
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。新
藤
東
洋
男
氏
は
、
「
播
但
一
摸
の
み
な
ら
ず
『
解
放
令
反
対
』
、

『
解
放
撤
回
』
な
り
を
含
む
農
民
一
摸
を
『
解
放
令
反
対
一
摸
』
た

放
令
Ｅ
（
『
部
落
解
放
史
・
ふ
く
お
か
』
四
一
号
、
一
九
八
六
年
）
を
再

編
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
『
部
落
解
放
史
発
掘
』
松
崎
武
俊
著
作
集
上
巻
（
葦
書
房
、
一
九

八
六
年
）
に
収
録
。

（
４
）
同
前
。

（
５
）
同
前
。

（
６
）
松
崎
氏
が
「
部
落
か
ら
一
戸
一
人
」
と
言
う
の
は
、
正
確
に
は

『
騒
擾
一
件
』
を
集
計
し
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
｜
摸
の
参
加
者
数

（
厳
密
に
は
被
処
罰
者
数
）
を
『
藩
制
一
覧
』
の
戸
数
で
割
っ
た
結
果

を
準
用
し
た
も
の
で
、
平
均
値
で
あ
る
。
平
均
値
を
も
っ
て
二
戸
一

人
」
と
概
括
す
る
の
は
、
こ
の
場
合
適
当
で
は
な
い
。

（
７
）
紫
村
一
重
「
筑
前
竹
槍
一
摸
研
究
の
視
点
」
『
部
落
解
放
史
・
ふ

く
お
か
』
二
○
・
二
一
号
、
一
九
八
○
年
十
一
月
）

（
８
）
初
出
は
『
部
落
問
題
研
究
』
五
二
輯
二
九
七
七
年
二
月
）
。

（
９
）
上
杉
聰
『
解
放
令
』
反
対
一
撲
と
し
て
の
筑
前
竹
槍
一
摸
」
『
部

落
解
放
史
・
ふ
く
お
か
』
四
○
号
、
一
九
八
五
年
）
四
八
頁
。
上
杉
氏

は
「
研
究
者
な
ど
に
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
か
た
か
っ
た
か
わ
か
り

ま
せ
ん
が
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
依
拠
し
た
原
本
自
体
が
す
で

に
そ
う
で
あ
り
、
研
究
者
の
作
為
で
は
な
い
。

（
、
）
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
複
製
本
を
利
用
。

五
）
同
前
。

（
、
）
第
五
項
に
つ
い
て
は
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
福
岡
藩
で
は
田

は
米
で
、
畑
は
大
豆
で
年
貢
を
納
め
る
建
前
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
幕

末
期
に
庄
屋
を
務
め
た
藤
金
作
の
談
話
に
よ
る
と
こ
う
だ
。
「
畠
に
も






